
議員提出議案等 − 令和７年３月定例会

発議番号 議案名等 議決結果 議決日

発議第1号 三次市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例（案） 可決 3月17日
発議第2号 三次市議会会議規則の一部を改正する規則（案） 可決 3月17日
発議第3号 三次市議会傍聴規則の一部を改正する規則（案） 可決 3月17日
発議第4号 核兵器禁止条約の実効性を高めるために日本政府が主導的役割を果たすことを求める意見書（案） 可決 3月17日
発議第5号 高額療養費制度の見直しに当たって，慎重な議論が行われることを求める意見書（案） 可決 3月17日

※ 次ページから発議の内容を掲載しています。



令和７年（２０２５年）３月１７日 

 

三次市議会議長 様 

 

提 出 者 

議 員   宍戸 稔 

〃    藤井 憲一郎 

〃    新田 真一 

〃    増田 誠宏 

〃    中原 秀樹 

〃    山田 真一郎 

〃    國重 清隆 

〃    細美 克浩 

 

三次市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例（ 

案）の提出について 

 

 地方自治法第１１２条及び三次市議会会議規則第１４条の規定により，上記条

例（案）を次のとおり提出する。  



発議第１号 

 

 

三次市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例（ 

案） 

 

三次市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年三次市条例第１５号）の

一部を次のように改正する。 

 

第２条第４項ただし書中「。以下」を「。第２０条において」に改め，同条第

１０項中「以下」を「第１２条第５項において」に，「第２条第８項」を「第２

条第９項」に改める。 

第１２条第５項中「及び第２９条」を削り，同項の表第３８条第１項第１号の

項中「第２条第９項」を「第２条第１０項」に改める。 

第１７条第１項各号列記以外の部分中「以下」を「第３項において」に改め，

同条第２項第１号ア中「又は報酬，福利厚生」を「若しくは報酬若しくは福利厚

生」に，「その他」を「又は」に改める。 

第１８条第１項中「議会の保有する」を削り，同条第２項中「この章において」

及び「この章及び第４８条において」を削る。 

第２７条第２項中「この章において」を削る。 

第３１条第２項中「この章及び第４８条において」を削る。 

第３２条第３項中「この章において」を削る。 

第３８条第１項ただし書中「この章において」を削り，同条第２項中「この章

及び第４８条において」を削る。 

第３９条第３項中「この章において」を削る。 

第４７条中「，第４章」を「，前章」に改める。 

第４８条中「特定」の次に「に資する情報の提供」を加える。 

附 則 

 この条例は，令和７年４月１日から施行する。 



発議第１号 

 

三次市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例（案）

新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（定義） （定義） 

第２条 略 第２条 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

４ この条例において「保有個人情

報」とは，議会の事務局の職員（以

下この章から第３章まで及び第６

章において「職員」という。）が

職務上作成し，又は取得した個人

情報であって，職員が組織的に利

用するものとして，議会が保有し

ているものをいう。ただし，三次

市情報公開条例（平成１８年三次

市条例第７号。第２０条において

「情報公開条例」という。）第２

条第２号に規定する行政文書（以

下「行政文書」という。）に記録

されているものに限る。 

４ この条例において「保有個人情

報」とは，議会の事務局の職員（以

下この章から第３章まで及び第６

章において「職員」という。）が

職務上作成し，又は取得した個人

情報であって，職員が組織的に利

用するものとして，議会が保有し

ているものをいう。ただし，三次

市情報公開条例（平成１８年三次

市条例第７号。以下       

「情報公開条例」という。）第２

条第２号に規定する行政文書（以

下「行政文書」という。）に記録

されているものに限る。 

５～９ 略 ５～９ 略 

１０ この条例において「特定個人

情報」とは，行政手続における特

定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号。第１２条第５項に

おいて「番号利用法」という。）

第２条第９項に規定する特定個人

情報をいう。 

１０ この条例において「特定個人

情報」とは，行政手続における特

定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号。以下       

    「番号利用法」という。）

第２条第８項に規定する特定個人

情報をいう。 

１１～１３ 略 １１～１３ 略 

（利用及び提供の制限） （利用及び提供の制限） 

第１２条 略 第１２条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 保有特定個人情報に関しては，

第２項第２号から第４号まで   

     の規定は適用しないもの

５ 保有特定個人情報に関しては，

第２項第２号から第４号まで及び

第２９条の規定は適用しないもの



とし，次の表の左欄に掲げる規定

の適用については，これらの規定

中同表の中欄に掲げる字句は，同

表の右欄に掲げる字句とする。 

とし，次の表の左欄に掲げる規定

の適用については，これらの規定

中同表の中欄に掲げる字句は，同

表の右欄に掲げる字句とする。 

 略 略 略   略 略 略  

 第３８

条第１

項第１

号 

又は第１

２条第１

項及び第

２項の規

定に違反

して利用

されてい

るとき 

第１２条第５

項の規定によ

り読み替えて

適用する同条

第１項及び第

２項（第１号

に係る部分に

限る。）の規

定に違反して

利用されてい

るとき，番号

利用法第２０

条の規定に違

反して収集さ

れ，若しくは

保管されてい

るとき，又は

番号利用法第

２９条の規定

に違反して作

成された特定

個人情報ファ

イル（番号利

用法第２条第

１０項に規定

する特定個人

情報ファイル

をいう。）に

記録されてい

るとき 

  第３８

条第１

項第１

号 

又は第１

２条第１

項及び第

２項の規

定に違反

して利用

されてい

るとき 

第１２条第５

項の規定によ

り読み替えて

適用する同条

第１項及び第

２項（第１号

に係る部分に

限る。）の規

定に違反して

利用されてい

るとき，番号

利用法第２０

条の規定に違

反して収集さ

れ，若しくは

保管されてい

るとき，又は

番号利用法第

２９条の規定

に違反して作

成された特定

個人情報ファ

イル（番号利

用法第２条第

９項 に規定

する特定個人

情報ファイル

をいう。）に

記録されてい

るとき 

 

 略 略 略   略 略 略  

（個人情報ファイル簿の作成及び

公表） 

（個人情報ファイル簿の作成及び

公表） 

第１７条 議長は，その定めるとこ

ろにより，議会が保有している個

第１７条 議長は，その定めるとこ

ろにより，議会が保有している個



人情報ファイルについて，それぞ

れ次に掲げる事項その他議長が定

める事項を記載した帳簿（第３項

において「個人情報ファイル簿」

という。）を作成し，公表しなけ

ればならない。 

人情報ファイルについて，それぞ

れ次に掲げる事項その他議長が定

める事項を記載した帳簿（以下  

     「個人情報ファイル簿」

という。）を作成し，公表しなけ

ればならない。 

⑴～⑼ 略 ⑴～⑼ 略 

２ 前項の規定は，次に掲げる個人

情報ファイルについては，適用し

ない。 

２ 前項の規定は，次に掲げる個人

情報ファイルについては，適用し

ない。 

⑴ 次に掲げる個人情報ファイル ⑴ 次に掲げる個人情報ファイル 

ア 議会の議員若しくは議員で

あった者又は職員若しくは職

員であった者に係る個人情報

ファイルであって，専らその

人事，議員報酬，給与若しく

は報酬若しくは福利厚生に関

する事項又は これらに準ず

る事項を記録するもの（議長

が行う職員の採用試験に関す

る個人情報ファイルを含む。） 

ア 議会の議員若しくは議員で

あった者又は職員若しくは職

員であった者に係る個人情報

ファイルであって，専らその

人事，議員報酬，給与又は報

酬，福利厚生     に関

する事項その他これらに準ず

る事項を記録するもの（議長

が行う職員の採用試験に関す

る個人情報ファイルを含む。） 

イ～キ 略 イ～キ 略 

⑵及び⑶ 略 ⑵及び⑶ 略 

３ 略 ３ 略 

（開示請求権） （開示請求権） 

第１８条 何人も，この条例の定め

るところにより，議長に対し，   

      自己を本人とする保

有個人情報の開示を請求すること

ができる。 

第１８条 何人も，この条例の定め

るところにより，議長に対し，議

会の保有する自己を本人とする保

有個人情報の開示を請求すること

ができる。 

２ 未成年者若しくは成年被後見人

の法定代理人又は本人の委任によ

る代理人（以下       「代

理人」と総称する。）は，本人に

代わって前項の規定による開示の

請求（以下             

    「開示請求」という。）を

することができる。 

２ 未成年者若しくは成年被後見人

の法定代理人又は本人の委任によ

る代理人（以下この章において「代

理人」と総称する。）は，本人に

代わって前項の規定による開示の

請求（以下この章及び第４８条に

おいて「開示請求」という。）を

することができる。 

（第三者に対する意見書提出の機

会の付与等） 

（第三者に対する意見書提出の機

会の付与等） 

第２７条 略 第２７条 略 



２ 議長は，次の各号のいずれかに

該当するときは，第２４条第１項

の決定（以下       「開

示決定」という。）に先立ち，当

該第三者に対し，議長が定めると

ころにより，開示請求に係る当該

第三者に関する情報の内容その他

議長が定める事項を書面により通

知して，意見書を提出する機会を

与えなければならない。ただし，

当該第三者の所在が判明しない場

合は，この限りでない。 

２ 議長は，次の各号のいずれかに

該当するときは，第２４条第１項

の決定（以下この章において「開

示決定」という。）に先立ち，当

該第三者に対し，議長が定めると

ころにより，開示請求に係る当該

第三者に関する情報の内容その他

議長が定める事項を書面により通

知して，意見書を提出する機会を

与えなければならない。ただし，

当該第三者の所在が判明しない場

合は，この限りでない。 

⑴及び⑵ 略 ⑴及び⑵ 略 

３ 略 ３ 略 

（訂正請求権） （訂正請求権） 

第３１条 略 第３１条 略 

２ 代理人は，本人に代わって前項

の規定による訂正の請求（以下  

            「訂正

請求」という。）をすることがで 

きる。 

２ 代理人は，本人に代わって前項

の規定による訂正の請求（以下こ

の章及び第４８条において「訂正

請求」という。）をすることがで

きる。 

３ 略 ３ 略 

（訂正請求の手続） （訂正請求の手続） 

第３２条 略 第３２条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 議長は，訂正請求書に形式上の

不備があると認めるときは，訂正

請求をした者（以下       

 「訂正請求者」という。）に対

し，相当の期間を定めて，その補

正を求めることができる。 

３ 議長は，訂正請求書に形式上の

不備があると認めるときは，訂正

請求をした者（以下この章におい

て「訂正請求者」という。）に対

し，相当の期間を定めて，その補

正を求めることができる。 

（利用停止請求権） （利用停止請求権） 

第３８条 何人も，自己を本人とす

る保有個人情報が次の各号のいず

れかに該当すると思料するとき

は，この条例の定めるところによ

り，議長に対し，当該各号に定め

る措置を請求することができる。

ただし，当該保有個人情報の利用

の停止，消去又は提供の停止（以

下       「利用停止」と

第３８条 何人も，自己を本人とす

る保有個人情報が次の各号のいず

れかに該当すると思料するとき

は，この条例の定めるところによ

り，議長に対し，当該各号に定め

る措置を請求することができる。

ただし，当該保有個人情報の利用

の停止，消去又は提供の停止（以

下この章において「利用停止」と



いう。）に関して他の法令の規定

により特別の手続が定められてい

るときは，この限りでない。 

いう。）に関して他の法令の規定

により特別の手続が定められてい

るときは，この限りでない。 

⑴及び⑵ 略 ⑴及び⑵ 略 

２ 代理人は，本人に代わって前項

の規定による利用停止の請求（以

下               

「利用停止請求」という。）をす

ることができる。 

２ 代理人は，本人に代わって前項

の規定による利用停止の請求（以

下この章及び第４８条において

「利用停止請求」という。）をす

ることができる。 

３ 略 ３ 略 

（利用停止請求の手続） （利用停止請求の手続） 

第３９条 略 第３９条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 議長は，利用停止請求書に形式

上の不備があると認めるときは，

利用停止請求をした者（以下   

     「利用停止請求者」と

いう。）に対し，相当の期間を定

めて，その補正を求めることがで

きる。 

（適用除外） 

第４７条 保有個人情報（不開示情

報を専ら記録する行政文書に記録

されているものに限る。）のうち，

まだ分類その他の整理が行われて

いないもので，同一の利用目的に

係るものが著しく大量にあるため

その中から特定の保有個人情報を

検索することが著しく困難である

ものは，前章 （第４節を除く。）

の規定の適用については，議会に

保有されていないものとみなす。 

３ 議長は，利用停止請求書に形式

上の不備があると認めるときは，

利用停止請求をした者（以下この

章において「利用停止請求者」と

いう。）に対し，相当の期間を定

めて，その補正を求めることがで

きる。 

（適用除外） 

第４７条 保有個人情報（不開示情

報を専ら記録する行政文書に記録

されているものに限る。）のうち，

まだ分類その他の整理が行われて

いないもので，同一の利用目的に

係るものが著しく大量にあるため

その中から特定の保有個人情報を

検索することが著しく困難である

ものは，第４章（第４節を除く。）

の規定の適用については，議会に

保有されていないものとみなす。 

（開示請求等をしようとする者に

対する情報の提供等） 

（開示請求等をしようとする者に

対する情報の提供等） 

第４８条 議長は，開示請求，訂正

請求又は利用停止請求（以下この

条において「開示請求等」という。） 

をしようとする者がそれぞれ容易

かつ的確に開示請求等をすること

ができるよう，保有個人情報の特

定に資する情報の提供その他開示

第４８条 議長は，開示請求，訂正

請求又は利用停止請求（以下この

条において「開示請求等」という。） 

をしようとする者がそれぞれ容易

かつ的確に開示請求等をすること

ができるよう，保有個人情報の特

定         その他開示



請求等をしようとする者の利便を 

考慮した適切な措置を講ずるもの

とする。 

請求等をしようとする者の利便を 

考慮した適切な措置を講ずるもの

とする。 

  

 



令和７年（２０２５年）３月１７日 

 

三次市議会議長 様 

 

提 出 者 

議 員   宍戸 稔 

〃    藤井 憲一郎 

〃    新田 真一 

〃    増田 誠宏 

〃    中原 秀樹 

〃    山田 真一郎 

〃    國重 清隆 

〃    細美 克浩 

 

三次市議会会議規則の一部を改正する規則（案）の提出について 

 

 地方自治法第１１２条及び三次市議会会議規則第１４条の規定により，上記規

則（案）を次のとおり提出する。  



発議第２号 

 

 

三次市議会会議規則の一部を改正する規則（案） 

 

三次市議会会議規則（平成２４年三次市議会規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

 

目次中「，参考人」を「及び参考人」に，「第９２条」を「第９２条の２」に，

「第１６２条」を「第１６１条の２－第１６２条」に改める。 

第３条中「また同様」を「，また同様」に改める。 

第７条中「すべて」を「全て」に改める。 

第９条第２項本文中「認めるときは」の次に「，会議に宣告することにより」

を加え，同条中第３項を第４項とし，第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず，議長は，会議中でない場合であって緊急を要する

ときその他の特に必要があると認めるときは，会議時間を変更することができ

る。 

第１４条中「そなえ」を「備え」に改める。 

第１５条中「再び提出」を「，再び提出」に改める。 

第１７条中「そなえ」を「備え」に改める。 

第１９条第１項中「承認を要する」を「許可を得なければならない」に改め，

同項に次のただし書を加える。 

ただし，会議の議題となる前においては，議長の許可を得なければならない。 

第１９条第２項及び第３項中「承認」を「許可」に改める。 

第２９条中「，職員の点呼に応じて」を「，議長の指示に従って」に，「，投

票を備え付けの投票箱に投入する」を「，投票する」に改める。 

第３１条に次の１項を加える。 

４ 投票の効力に係る法第１１８条第６項の規定による通知に関し必要な事項は，

議長が定める。 

第４４条第２項中「，会議」を「，議会」に改める。 



第４５条第２項中「認めるときは」の次に「，議会の承認を得て」を加える。 

第５０条第１項中「，すべて」を「，全て」に改める。 

第５４条第１項中「，すべて」を「，全て」に改め，同条第２項中「発言を」

を「，発言を」に改める。 

第６５条中「とろうと」を「採ろうと」に改める。 

第６８条第１項中「とろうと」を「採ろうと」に改め，同条第２項中「とらな

ければならない」を「採らなければならない」に改める。 

第６９条第１項中「とる」を「採る」に改める。 

第７２条中「第３１条」の次に「第１項から第３項まで」を加える。 

第７４条ただし書中「とらなければならない」を「採らなければならない」に

改める。 

第７５条第１項中「とらなければならない」を「採らなければならない」に改

め，同条第２項中「とる」を「採る」に改め，同条第３項中「すべて」を「全て」

に改める。 

第１章第９節の節名中「，参考人」を「及び参考人」に改める。 

第７８条第１項中「いう。）は，」の次に「前条の規定により」を加える。 

第８３条中「記載し，又は記録する」を「記載する」に改める。 

第８４条中「（会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては，

電磁的方法による提供を含む。）」を削る。 

第８６条中「（会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては，

法第１２３条第３項に規定する署名に代わる措置をとる議員）」を削る。 

第９８条中「承認を要する」を「許可を得なければならない」に改め，同項に

次のただし書を加える。 

ただし，会議の議題となる前においては，委員長の許可を得なければなら

ない。 

第１１２条中「，すべて」を「，全て」に改める。 

第１１４条第１項中「すべて簡明」を「全て，簡明」に改める。 

第１１５条第１項中「議員」の次に「（以下この条において「委員外議員」と

いう。）」を加え，同条第２項及び第３項中「，委員でない議員」を「，委員外

議員」に改め，同条に次の１項を加える。 



４ 前項の委員外議員が，オンラインによる方法で説明し，若しくは意見を述べ，

又は発言することを希望するときは，あらかじめ委員長に届け出なければなら

ない。 

第１１６条に次の１項を加える。 

２ 委員会がオンラインによる方法で開かれている場合において，委員長が，委

員として発言するときは，委員長の職務を行うことができない。この場合にお

いて，討論をしたときは，その議題の表決が終わるまでは，委員長の職務を行

うことができない。 

第１２３条中第５項を第６項とし，第４項を第５項とし，第３項を第４項とし，

第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の当選人は，有効投票の総数の４分の１以上の得票がなければならない。 

第１２４条中「第１章第４節」を「，第１章第４節」に改める。 

第１２５条中「とろうと」を「採ろうと」に改める。 

第１２８条第１項中「とろうと」を「採ろうと」に改め，同条第２項中「とら

なければならない」を「採らなければならない」に改める。 

第１２９条第１項中「とる」を「採る」に改める。 

第１３２条中「第３１条」の次に「第１項から第３項まで」を加える。 

第１３４条ただし書中「とらなければならない」を「採らなければならない」

に改める。 

第１３５条第１項中「とる」を「採る」に改め，同条第２項中「すべて」を

「全て」に，「とる」を「採る」に改める。 

第１３６条第５項中「承認」を「許可」に改め，同条に次の１項を加える。 

６ 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは，会議の議題となった後におい

ては議会の許可を得なければならない。ただし，会議の議題となる前において

は，議長の許可を得なければならない。 

第１３８条第１項ただし書を次のように改める。 

ただし，常任委員会に係る請願は，議会の議決で特別委員会に付託するこ

とができる。 

第１３８条第２項を次のように改める。 

２ 委員会の付託は，議会の議決で省略することができる。 



第１３８条第３項中「みなす」を「みなし，それぞれの委員会に付託する」

に改める。 

第１３９条に次の１項を加える。 

４ 前項の紹介議員が，オンラインによる方法で説明することを希望するときは，

あらかじめ委員長に届け出なければならない。 

第１４０条中第２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加える。 

２ 委員会は，必要があると認めるときは，請願の審査結果に意見を付けること

ができる。 

第１４２条中「，その内容が請願に適合する」を「議長が必要があると認める」

に改める。 

第１４７条を次のように改める。 

 （決定の通知） 

第１４７条 前条の規定による決定の本人への通知に関し必要な事項は，議長が

定める。 

第１４９条ただし書中「議長の許可を得たときは」を「会議への出席に必要と

認められる物であって議長にあらかじめ届け出たものについては」に改める。 

第１５１条の見出し中「印刷物」を削り，同条中「，資料，新聞紙，文書等の

印刷物」を「，資料等」に改める。 

第１５２条中「すべて」を「全て」に改める。 

第１５５条中「会議」の次に「並びに委員会」を，「議会」の次に「又は委員

会」を加える。 

第１６０条の２中「招集権者は，災害の発生，感染症のまん延防止等」を「前

条の協議等の場については，大規模な災害等の発生等又は重大な感染症のまん延」

に，「構成員が協議等の場」を「構成員が開会場所」に改め，同条に次の１項を

加える。 

２ 前項の場合において，開会方法その他必要な事項は，委員会条例の例による。 

第９章中第１６２条の前に次の２条を加える。 

（電子情報処理組織による通知等） 

第１６１条の２ 議会又は議長若しくは委員長（以下この条及び次条第１項にお

いて「議会等」という。）に対して行われる通知のうちこの規則の規定におい



て文書その他文字，図形その他の人の知覚によって認識することができる情報

が記載された紙その他の有体物（次項及び第６項並びに次条において「文書等」

という。）により行うことが規定されているものについては，当該通知に関す

るこの規則の規定にかかわらず，議長が定めるところにより，議長が定める電

子情報処理組織（議会等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下こ

の項及び第４項において同じ。）とその通知の相手方の使用に係る電子計算機

とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同

じ。）を使用する方法により行うことができる。 

２ 議会等が行う通知のうちこの規則の規定において文書等により行うことが規

定されているものについては，当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず，

議長が定めるところにより，議長が定める電子情報処理組織を使用する方法に

より行うことができる。ただし，当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織

を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限

る。 

３ 前２項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については，

当該通知に関するこの規則に規定する方法により行われたものとみなして，当

該通知に関するこの規則の規定を適用する。 

４ 第１項又は第２項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は，

当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録が

された時（第２０条，第８４条，第１３７条第１項及び第１３８条第１項の規

定による議員に対する通知にあっては，当該ファイルへの記録がされた時又は

議会等が，当該通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的記録（電子的方式，

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって，電子計算機（入出力装置を除く。）による情報処理の用に供さ

れるものをいう。次条において同じ。）に記録されている事項を議長が定める

方法により表示をしたものの閲覧若しくは当該事項について当該者の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとると

ともに，当該者に対し，議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措置が

とられた旨の通知を発した時のいずれか早い時）に当該者に到達したものとみ

なす。 



５ 議会等に対して行われ，又は議会等が行う通知のうち当該通知に関するこの

規則の規定において署名し，若しくは連署し，又は記名押印すること（以下こ

の項において「署名等」という。）が規定されているものを第１項又は第２項

の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には，当該署名等について

は，当該署名等に関する規定にかかわらず，氏名又は名称を明らかにする措置

であって議長が定めるものをもって代えることができる。 

６ 議会等に対して通知を行い，又は議会等から通知を受ける者について対面に

より本人確認をするべき事情がある場合，議会等に対して行われ，又は議会等

が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し，又は交付する必要がある

ものがある場合その他の当該通知のうちに第１項又は第２項の電子情報処理組

織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分が

ある場合として議長が定める場合には，議長が定めるところにより，当該通知

のうち当該部分以外の部分につき，前各項の規定を適用する。この場合におい

て，第３項中「行われた通知」とあるのは，「行われた通知（第６項の規定に

より前２項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第５項までにおいて

同じ。）」とする。 

（電磁的記録による作成等） 

第１６１条の３ この規則の規定（第２８条第１項（第７２条において準用され

る場合を含む。）を除く。）において議会等が文書等を作成し，又は保存する

こと（次項において「作成等」という。）が規定されているものについては，

当該規定にかかわらず，議長が定めるところにより，当該文書等に係る電磁的

記録により行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については，当該作成等に関するこ

の規則の規定により文書等により行われたものとみなして，当該作成等に関す

るこの規則の規定を適用する。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 
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発議第２号 

 

三次市議会会議規則の一部を改正する規則（案）新旧対照表 

改    正    案 現         行 

目次 目次 

第９節 公聴会及び参考人（第７

６条－第８２条） 

第９節 公聴会，参考人＿（第７

６条－第８２条） 

第１節 総則（第８８条－第９２

条の２） 

第１節 総則（第８８条－第９２

条＿＿） 

第９章 補則（第１６１条の２－第

１６２条） 

第９章 補則（第１６２条＿＿＿＿

＿＿＿＿） 

（宿所又は連絡所の届出） （宿所又は連絡所の届出） 

第３条 議員は，別に宿所又は連絡所

を定めたときは，議長に届け出なけ

ればならない。これを変更したとき

も，また同様とする。 

第３条 議員は，別に宿所又は連絡所

を定めたときは，議長に届け出なけ

ればならない。これを変更したとき

もまた同様 とする。 

（会期中の閉会） （会期中の閉会） 

第７条 会議に付された事件を全て＿

議了したときは，会期中でも議会の

議決で閉会することができる。 

第７条 会議に付された事件をすべて

議了したときは，会期中でも議会の

議決で閉会することができる。 

（会議時間） （会議時間） 

第９条 略 第９条 略 

２ 議長は，必要があると認めるとき

は，会議に宣告することにより，会

議時間を変更することができる。た

だし，異議があるときは，討論を用

いないで会議に諮って決める。 

２ 議長は，必要があると認めるとき

は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，会

議時間を変更することができる。た

だし，異議があるときは，討論を用

いないで会議に諮って決める。 

３ 前項の規定にかかわらず，議長

は，会議中でない場合であって緊急

を要するときその他の特に必要があ

ると認めるときは，会議時間を変更

することができる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿                

＿ ＿ ＿                    

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

４ 略 ３ 略 

（議案の提出） （議案の提出） 

第１４条 議員が議案を提出しようと

するときは，その案を備え＿，理由

を付け，法第１１２条第２項の規定

第１４条 議員が議案を提出しようと

するときは，その案をそなえ，理由

を付け，法第１１２条第２項の規定
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によるものについては所定の賛成者

とともに連署し，その他のものにつ

いては２人以上の賛成者（提出者を

含む。）とともに連署して，議長に

提出しなければならない。 

によるものについては所定の賛成者

とともに連署し，その他のものにつ

いては２人以上の賛成者（提出者を

含む。）とともに連署して，議長に

提出しなければならない。 

２ 委員会が議案を提出しようとする

ときは，その案を備え＿，理由を付

け，委員長が議長に提出しなければ

ならない。 

２ 委員会が議案を提出しようとする

ときは，その案をそなえ，理由を付

け，委員長が議長に提出しなければ

ならない。 

（一事不再議） （一事不再議） 

第１５条 議会で議決された事件につ

いては，同一会期中は，再び提出す

ることができない。 

第１５条 議会で議決された事件につ

いては，同一会期中は再び提出 す

ることができない。 

（修正の動議） （修正の動議） 

第１７条 修正の動議は，その案を備

え＿，法第１１５条の３の規定によ

るものについては所定の発議者が連

署し，その他のものについては２人

以上の賛成者（発議者を含む。）と

ともに連署して，議長に提出しなけ

ればならない。 

第１７条 修正の動議は，その案をそ

なえ，法第１１５条の３の規定によ

るものについては所定の発議者が連

署し，その他のものについては２人

以上の賛成者（発議者を含む。）と

ともに連署して，議長に提出しなけ

ればならない。 

（事件の撤回又は訂正及び動議の撤

回） 

（事件の撤回又は訂正及び動議の撤

回） 

第１９条 会議の議題となった事件を

撤回し，又は訂正しようとするとき

及び会議の議題となった動議を撤回

しようとするときは，議会の許可を

得なければならない。ただし，会議

の議題となる前においては，議長の

許可を得なければならない。 

第１９条 会議の議題となった事件を

撤回し，又は訂正しようとするとき

及び会議の議題となった動議を撤回

しようとするときは，議会の承認を

要する      。＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ 

２ 議員が提出した事件及び動議につ

いて前項の許可を求めようとすると

きは，提出者から請求しなければな

らない。 

２ 議員が提出した事件及び動議につ

いて前項の承認を求めようとすると

きは，提出者から請求しなければな

らない。 

３ 委員会が提出した議案について第

１項の許可を求めようとするとき

は，委員会の許可を得て委員長から

請求しなければならない。 

３ 委員会が提出した議案について第

１項の承認を求めようとするとき

は，委員会の承認を得て委員長から

請求しなければならない。 

（投票） （投票） 

第２９条 議員は，議長の指示に従っ 第２９条 議員は，職員の点呼に応じ
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て，順次，投票する＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿。 

て，順次，投票を備え付けの投票箱

に投入する。 

（開票及び投票の効力） （開票及び投票の効力） 

第３１条 略 第３１条 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

４ 投票の効力に係る法第１１８条第

６項の規定による通知に関し必要な

事項は，議長が定める。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（委員会の審査又は調査期限） （委員会の審査又は調査期限） 

第４４条 略 第４４条 略 

２ 前項の期限までに審査又は調査を

終わらなかったときは，その事件

は，第３８条の規定にかかわらず，

議会において審議することができ

る。 

２ 前項の期限までに審査又は調査を

終わらなかったときは，その事件

は，第３８条の規定にかかわらず，

会議において審議することができ

る。 

（委員会の中間報告） （委員会の中間報告） 

第４５条 略 第４５条 略 

２ 委員会は，その審査又は調査中の

事件について，特に必要があると認

めるときは，議会の承認を得て，中

間報告をすることができる。 

２ 委員会は，その審査又は調査中の

事件について，特に必要があると認

めるときは＿＿＿＿＿＿＿＿＿，中

間報告をすることができる。 

（発言の場所） （発言の場所） 

第５０条 発言は，全て＿議長の許可

を得た後，登壇してしなければなら

ない。ただし，簡易な事項について

は，議席で発言することができる。 

第５０条 発言は，すべて議長の許可

を得た後，登壇してしなければなら

ない。ただし，簡易な事項について

は，議席で発言することができる。 

２ 略 ２ 略 

（発言内容の制限） （発言内容の制限） 

第５４条 発言は，全て＿簡明にする

ものとし，議題外にわたり，又はそ

の範囲を超えてはならない。 

第５４条 発言は，すべて簡明にする

ものとし，議題外にわたり，又はそ

の範囲を超えてはならない。 

２ 議長は，発言が前項の規定に反す

ると認めるときは注意し，なお従わ

ない場合は，発言を禁止することが

できる。 

２ 議長は，発言が前項の規定に反す

ると認めるときは注意し，なお従わ

ない場合は発言を 禁止することが

できる。 

３ 略 ３ 略 

（表決問題の宣告） （表決問題の宣告） 

第６５条 議長は，表決を採ろうとす

るときは，表決に付する問題を宣告

する。 

第６５条 議長は，表決をとろうとす

るときは，表決に付する問題を宣告

する。 
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（起立による表決） （起立による表決） 

第６８条 議長が表決を採ろうとする

ときは，問題を可とする者を起立さ

せ，起立者の多少を認定して可否の

結果を宣告する。 

第６８条 議長が表決をとろうとする

ときは，問題を可とする者を起立さ

せ，起立者の多少を認定して可否の

結果を宣告する。 

２ 議長が起立者の多少を認定しがた

いとき又は議長の宣告に対して出席

議員４人以上から異議があるとき

は，議長は，記名又は無記名の投票

で表決を採らなければならない。 

２ 議長が起立者の多少を認定しがた

いとき又は議長の宣告に対して出席

議員４人以上から異議があるとき

は，議長は，記名又は無記名の投票

で表決をとらなければならない。 

（投票による表決） （投票による表決） 

第６９条 議長が必要があると認める

とき又は出席議員４人以上から要求

があるときは，記名又は無記名の投

票で表決を採る。 

第６９条 議長が必要があると認める

とき又は出席議員４人以上から要求

があるときは，記名又は無記名の投

票で表決をとる。 

２ 略 ２ 略 

（選挙規定の準用） （選挙規定の準用） 

第７２条 記名投票又は無記名投票を

行う場合には，第２７条，第２８

条，第２９条，第３０条，第３１条

第１項から第３項まで，第３２条第

１項及び第３３条の規定を準用す

る。 

第７２条 記名投票又は無記名投票を

行う場合には，第２７条，第２８

条，第２９条，第３０条，第３１条

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，第３２条第

１項及び第３３条の規定を準用す

る。 

（簡易表決） （簡易表決） 

第７４条 議長は，問題について異議

の有無を会議に諮ることができる。

異議がないと認めるときは，議長

は，可決の旨を宣告する。ただし，

議長の宣告に対して，出席議員４人

以上から異議があるときは，議長

は，起立の方法で表決を採らなけれ

ばならない。 

第７４条 議長は，問題について異議

の有無を会議に諮ることができる。

異議がないと認めるときは，議長

は，可決の旨を宣告する。ただし，

議長の宣告に対して，出席議員４人

以上から異議があるときは，議長

は，起立の方法で表決をとらなけれ

ばならない。 

（表決の順序） （表決の順序） 

第７５条 議員の提出した修正案は，

委員会の修正案より先に表決を採ら

なければならない。 

第７５条 議員の提出した修正案は，

委員会の修正案より先に表決をとら

なければならない。 

２ 同一の議題について，議員から数

個の修正案が提出されたときは，議

長が表決の順序を決める。その順序

は，原案に最も遠いものから先に表

２ 同一の議題について，議員から数

個の修正案が提出されたときは，議

長が表決の順序を決める。その順序

は，原案に最も遠いものから先に表
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決を採る。ただし，表決の順序につ

いて出席議員４人以上から異議があ

るときは，議長は，討論を用いない

で会議に諮って決める。 

決をとる。ただし，表決の順序につ

いて出席議員４人以上から異議があ

るときは，議長は，討論を用いない

で会議に諮って決める。 

３ 修正案が全て＿否決されたとき

は，原案について表決をとる。 

３ 修正案がすべて否決されたとき

は，原案について表決をとる。 

第９節 公聴会及び参考人 

（公述人の決定） 

第９節 公聴会，参考人＿ 

（公述人の決定） 

第７８条 公聴会において意見を聴こ

うとする利害関係者及び学識経験者

等（以下「公述人」という。）は，

前条の規定によりあらかじめ文書で

申し出た者及びその他の者の中か

ら，議会において定め，議長から本

人にその旨を通知する。 

第７８条 公聴会において意見を聴こ

うとする利害関係者及び学識経験者

等（以下「公述人」という。）は，

＿＿＿＿＿＿＿＿あらかじめ文書で

申し出た者及びその他の者の中か

ら，議会において定め，議長から本

人にその旨を通知する。 

２ 略 ２ 略 

（会議録の記載事項） （会議録の記載事項） 

第８３条 会議録に記載する＿＿＿＿

＿＿事項は，次のとおりとする。 

第８３条 会議録に記載し，又は記録

する事項は，次のとおりとする。 

⑴～⒂ 略 ⑴～⒂ 略 

（会議録の配布） （会議録の配布） 

第８４条 会議録は，議員及び関係者

に配布＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿す

る。 

第８４条 会議録は，議員及び関係者

に配布（会議録が電磁的記録をもっ

て作成されている場合にあっては，

電磁的方法による提供を含む。）す

る。 

（会議録署名議員） （会議録署名議員） 

第８６条 会議録に署名する議員＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿は，２人とし，議長

が会議において指名する。 

第８６条 会議録に署名する議員（会

議録が電磁的記録をもって作成され

ている場合にあっては，法第１２３

条第３項に規定する署名に代わる措

置をとる議員）は，２人とし，議長

が会議において指名する。 

（動議の撤回） （動議の撤回） 

第９８条 提出者が会議の議題となっ

た動議を撤回しようとするときは，

委員会の許可を得なければならな

い。ただし，会議の議題となる前に

おいては，委員長の許可を得なけれ

ばならない。 

第９８条 提出者が会議の議題となっ

た動議を撤回しようとするときは，

委 員 会 の 承 認 を 要 す る ＿ ＿    

＿。＿＿＿＿＿＿＿。＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿ 
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（発言の許可） （発言の許可） 

第１１２条 委員は，全て＿委員長の

許可を得た後でなければ発言するこ

とができない。 

第１１２条 委員は，すべて委員長の

許可を得た後でなければ発言するこ

とができない。 

（発言内容の制限） （発言内容の制限） 

第１１４条 発言は全て，簡明にする

ものとして，議題外にわたり，又は

その範囲を超えてはならない。 

第１１４条 発言はすべて簡明にする

ものとして，議題外にわたり，又は

その範囲を超えてはならない。 

２ 略 ２ 略 

（委員外議員の発言） （委員外議員の発言） 

第１１５条 委員会は，審査又は調査

中の事件について，必要があると認

めるときは，委員でない議員（以下

この条において「委員外議員」とい

う。）に対し，その出席を求めて説

明又は意見を聴くことができる。 

第１１５条 委員会は，審査又は調査

中の事件について，必要があると認

めるときは，委員でない議員＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿に対し，その出席を求めて説

明又は意見を聴くことができる。 

２ 委員会は，委員外議員＿＿から発

言の申出があったときは，その許否

を決める。 

２ 委員会は，委員でない議員から発

言の申出があったときは，その許否

を決める。 

３ 前２項の場合において，委員会が

オンラインによる方法で開かれてい

るときは，委員外議員  は，オン

ラインによる方法で当該委員会に出

席することができる。 

３ 前２項の場合において，委員会が

オンラインによる方法で開かれてい

るときは，委員でない議員は，オン

ラインによる方法で当該委員会に出

席することができる。 

４ 前項の委員外議員が，オンライン

による方法で説明し，若しくは意見

を述べ，又は発言することを希望す

るときは，あらかじめ委員長に届け

出なければならない。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿      ＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ ＿               

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（委員長の発言） （委員長の発言） 

第１１６条 略 第１１６条 略 

２ 委員会がオンラインによる方法で

開かれている場合において，委員長

が，委員として発言するときは，委

員長の職務を行うことができない。

この場合において，討論をしたとき

は，その議題の表決が終わるまで

は，委員長の職務を行うことができ

ない。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿      ＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿

＿    ＿               

＿ ＿＿＿          ＿

＿              ＿ 

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿               

＿ ＿ 

（互選の方法） （互選の方法） 
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第１２３条 略 第１２３条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 前項の当選人は，有効投票の総数

の４分の１以上の得票がなければな

らない。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿ 

４ 略 ３ 略 

５ 略 ４ 略 

６ 略 ５ 略 

（選挙規定の準用） （選挙規定の準用） 

第１２４条 前条に定めるもののほ

か，委員長及び副委員長の互選の方

法については，第１章第４節の規定

を準用する。 

第１２４条 前条に定めるもののほ

か，委員長及び副委員長の互選の方

法については第１章第４節 の規定

を準用する。 

（表決問題の宣告） （表決問題の宣告） 

第１２５条 委員長は，表決を採ろう

とするときは，表決に付する問題を

宣告する。 

第１２５条 委員長は，表決をとろう

とするときは，表決に付する問題を

宣告する。 

（起立又は挙手による表決） （起立又は挙手による表決） 

第１２８条 委員長が表決を採ろうと

するときは，問題を可とする者を起

立又は挙手させ，起立者又は挙手者

の多少を認定して可否の結果を宣告

する。 

第１２８条 委員長が表決をとろうと

するときは，問題を可とする者を起

立又は挙手させ，起立者又は挙手者

の多少を認定して可否の結果を宣告

する。 

２ 委員長が起立者又は挙手者の多少

を認定しがたいとき又は委員長の宣

告に対して出席委員から異議がある

ときは，委員長は，記名又は無記名

の投票で表決を採らなければならな

い。 

２ 委員長が起立者又は挙手者の多少

を認定しがたいとき又は委員長の宣

告に対して出席委員から異議がある

ときは，委員長は，記名又は無記名

の投票で表決をとらなければならな

い。 

（投票による表決） （投票による表決） 

第１２９条 委員長が必要があると認

めるとき又は出席委員から要求があ

るときは，記名又は無記名の投票で

表決を採る。 

第１２９条 委員長が必要があると認

めるとき又は出席委員から要求があ

るときは，記名又は無記名の投票で

表決をとる。 

２ 略 ２ 略 

（選挙規定の準用） （選挙規定の準用） 

第１３２条 記名投票又は無記名投票

を行う場合には，第２８条，第２９

条，第３０条，第３１条第１項から

第３項まで及び第３２条第１項の規

第１３２条 記名投票又は無記名投票

を行う場合には，第２８条，第２９

条，第３０条，第３１条＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿及び第３２条第１項の規
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定を準用する。 定を準用する。 

（簡易表決） （簡易表決） 

第１３４条 委員長は，問題について

異議の有無を会議に諮ることができ

る。異議がないと認めるときは，委

員長は，可決の旨を宣告する。ただ

し，委員長の宣告に対して，出席委

員から異議があるときは，委員長

は，起立又は挙手の方法で表決を採

らなければならない。 

（表決の順序） 

第１３４条 委員長は，問題について

異議の有無を会議に諮ることができ

る。異議がないと認めるときは，委

員長は，可決の旨を宣告する。ただ

し，委員長の宣告に対して，出席委

員から異議があるときは，委員長

は，起立又は挙手の方法で表決をと

らなければならない。 

（表決の順序） 

第１３５条 同一の議題について，委

員から数個の修正案が提出されたと

きは，委員長が表決の順序を決め

る。その順序は，原案に最も遠いも

のから先に表決を採る。ただし，表

決の順序について出席委員から異議

があるときは，委員長は，討論を用

いないで会議に諮って決める。 

第１３５条 同一の議題について，委

員から数個の修正案が提出されたと

きは，委員長が表決の順序を決め

る。その順序は，原案に最も遠いも

のから先に表決をとる。ただし，表

決の順序について出席委員から異議

があるときは，委員長は，討論を用

いないで会議に諮って決める。 

２ 修正案が全て＿否決されたとき

は，原案について表決を採る。 

２ 修正案がすべて否決されたとき

は，原案について表決をとる。 

（請願書の記載事項等） （請願書の記載事項等） 

第１３６条 略 第１３６条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 請願者が請願書（会議の議題とな

ったものを除く。）を撤回しようと

するときは，議長の許可を得なけれ

ばならない。 

５ 請願者が請願書（会議の議題とな

ったものを除く。）を撤回しようと

するときは，議長の承認を得なけれ

ばならない。 

６ 議員が請願の紹介を取り消そうと

するときは，会議の議題となった後

においては議会の許可を得なければ

ならない。ただし，会議の議題とな

る前においては，議長の許可を得な

ければならない。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿      ＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿

＿    ＿      

＿ ＿＿＿          ＿

＿ ＿＿＿ ＿＿ 

（請願の委員会付託） （請願の委員会付託） 

第１３８条 議長は，請願文書表の配

布とともに，請願を所管の常任委員

会又は議会運営委員会に付託する。

ただし，常任委員会に係る請願は，

議会の議決で特別委員会に付託する

第１３８条 議長は，請願文書表の配

布とともに，請願を所管の常任委員

会又は議会運営委員会に付託する。

ただし，議長において常任委員会又

は議会運営委員会に付託する必要が
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ことができる。＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿ 

ないと認めるときは，この限りでな

い。 

２ 委員会の付託は，議会の議決で省

略することができる。＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ ＿ 

２ 前項の規定にかかわらず，議長が

特に必要があると認めるときは，常

任委員会に係る請願は，議会の議決

で，特別委員会に付託することがで

きる。 

３ 請願の内容が２以上の委員会の所

管に属する場合は，２以上の請願が

提出されたものとみなし，それぞれ

の委員会に付託する。 

（紹介議員の委員会出席） 

３ 請願の内容が２以上の委員会の所

管に属する場合は，２以上の請願が

提出されたものとみなす＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

（紹介議員の委員会出席） 

第１３９条 略 第１３９条 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

４ 前項の紹介議員が，オンラインに

よる方法で説明することを希望する

ときは，あらかじめ委員長に届け出

なければならない。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿      ＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿

＿   ＿＿ ＿＿ 

（請願の審査報告） （請願の審査報告） 

第１４０条 略 第１４０条 略 

２ 委員会は，必要があると認めると

きは，請願の審査結果に意見を付け

ることができる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

３ 略 ２ 略 

（陳情書の処理） （陳情書の処理） 

第１４２条 議長は，陳情書又はこれ

に類するもので議長が必要があると

認める＿ものは，請願書の例により

処理するものとする。 

第１４２条 議長は，陳情書又はこれ

に類するもので，その内容が請願に

適合するものは，請願書の例により

処理するものとする。 

（決定の通知＿） （決定書の交付） 

第１４７条 前条の規定による決定の

本人への通知に関し必要な事項は，

議長が定める。＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿         ＿＿ 

＿＿＿＿＿         ＿＿ 

＿＿＿＿＿         ＿＿ 

＿＿＿＿＿         ＿ 

第１４７条 議会が議員の被選挙権の

有無又は法第９２条の２の規定に該

当するかどうかについての法第１２

７条第１項の規定による決定をした

ときは，議長は，その決定書を決定

を求めた議員及び決定を求められた

議員に交付しなければならない。 

（携帯品） （携帯品） 

第１４９条 議場又は委員会の会議室

に入る者は，会議の妨げになるもの

第１４９条 議場又は委員会の会議室

に入る者は，会議の妨げになるもの
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を携帯してはならない。ただし，病

気その他の理由により会議への出席

に必要と認められる物であって議長

にあらかじめ届け出たものについて

は，この限りでない。 

を携帯してはならない。ただし，病

気その他の理由により議長の許可を

得たときは＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿，この限りでない。 

（資料等＿＿＿の配布許可） （資料等印刷物の配布許可） 

第１５１条 議場又は委員会の会議室

において，資料等＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿を配布するときは，議長又は

委員長の許可を得なければならな

い。 

第１５１条 議場又は委員会の会議室

において，資料，新聞紙，文書等の

印刷物を配布するときは，議長又は

委員長の許可を得なければならな

い。 

（議長の秩序保持権） （議長の秩序保持権） 

第１５２条 全て＿規律に関する問題

は，議長が定める。ただし，議長

は，必要があると認めるときは，討

論を用いないで会議に諮って決め

る。 

第１５２条 すべて規律に関する問題

は，議長が定める。ただし，議長

は，必要があると認めるときは，討

論を用いないで会議に諮って決め

る。 

（代理弁明） （代理弁明） 

第１５５条 議員は，自己に関する懲

罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委

員会で一身上の弁明をする場合にお

いて，議会又は委員会の同意を得た

ときは，他の議員をして代わって弁

明させることができる。 

第１５５条 議員は，自己に関する懲

罰動議及び懲罰事犯の会議＿＿＿＿

＿＿で一身上の弁明をする場合にお

いて，議会＿＿＿＿＿の同意を得た

ときは，他の議員をして代わって弁

明させることができる。 

（協議等の場の開催方法の特例） （協議等の場の開催方法の特例） 

第１６０条の２ 前条の協議等の場に

ついては，大規模な災害等の発生等

又は重大な感染症のまん延，育児，

介護その他やむを得ない事由によ

り，その構成員が開会場所＿に参集

することが困難と認めるときは，オ

ンラインによる方法で協議等の場を

開くことができる。 

第１６０条の２ 招集権者は，災害の

発生，感染症のまん延防止等＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，育児，

介護その他やむを得ない事由によ

り，その構成員が協議等の場に参集

することが困難と認めるときは，オ

ンラインによる方法で協議等の場を

開くことができる。 

２ 前項の場合において，開会方法そ

の他必要な事項は，委員会条例の例

による。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿ 

（電子情報処理組織による通知等） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第１６１条の２ 議会又は議長若しく

は委員長（以下この条及び次条第１

項において「議会等」という。）に

＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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対して行われる通知のうちこの規則

の規定において文書その他文字，図

形その他の人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙

その他の有体物（次項及び第６項並

びに次条において「文書等」とい

う。）により行うことが規定されて

いるものについては，当該通知に関

するこの規則の規定にかかわらず，

議長が定めるところにより，議長が

定める電子情報処理組織（議会等の

使用に係る電子計算機（入出力装置

を含む。以下この項及び第４項にお

いて同じ。）とその通知の相手方の

使用に係る電子計算機とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織を

いう。以下この条において同じ。）

を使用する方法により行うことがで

きる。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿ 

２ 議会等が行う通知のうちこの規則

の規定において文書等により行うこ

とが規定されているものについて

は，当該通知に関するこの規則の規

定にかかわらず，議長が定めるとこ

ろにより，議長が定める電子情報処

理組織を使用する方法により行うこ

とができる。ただし，当該通知を受

ける者が当該電子情報処理組織を使

用する方法により受ける旨の議長が

定める方式による表示をする場合に

限る。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿       ＿＿＿＿＿ 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿ ＿ 

３ 前２項の電子情報処理組織を使用

する方法により行われた通知につい

ては，当該通知に関するこの規則に

規定する方法により行われたものと

みなして，当該通知に関するこの規

則の規定を適用する。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

４ 第１項又は第２項の電子情報処理

組織を使用する方法により行われた

通知は，当該通知を受ける者の使用

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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に係る電子計算機に備えられたファ

イルへの記録がされた時（第２０

条，第８４条，第１３７条第１項及

び第１３８条第１項の規定による議

員に対する通知にあっては，当該フ

ァイルへの記録がされた時又は議会

等が，当該通知を受ける者が当該通

知をすべき電磁的記録（電子的方

式，磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式

で作られる記録であって，電子計算

機（入出力装置を除く。）による情

報処理の用に供されるものをいう。

次条において同じ。）に記録されて

いる事項を議長が定める方法により

表示をしたものの閲覧若しくは当該

事項について当該者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルへの

記録をすることができる措置をとる

とともに，当該者に対し，議長が定

める電子情報処理組織を使用して当

該措置がとられた旨の通知を発した

時のいずれか早い時）に当該者に到

達したものとみなす。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

５ 議会等に対して行われ，又は議会

等が行う通知のうち当該通知に関す

るこの規則の規定において署名し，

若しくは連署し，又は記名押印する

こと（以下この項において「署名

等」という。）が規定されているも

のを第１項又は第２項の電子情報処

理組織を使用する方法により行う場

合には，当該署名等については，当

該署名等に関する規定にかかわら

ず，氏名又は名称を明らかにする措

置であって議長が定めるものをもっ

て代えることができる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

６ 議会等に対して通知を行い，又は

議会等から通知を受ける者について

対面により本人確認をするべき事情

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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がある場合，議会等に対して行わ

れ，又は議会等が行う通知に係る文

書等のうちにその原本を確認し，又

は交付する必要があるものがある場

合その他の当該通知のうちに第１項

又は第２項の電子情報処理組織を使

用する方法により行うことが困難又

は著しく不適当と認められる部分が

ある場合として議長が定める場合に

は，議長が定めるところにより，当

該通知のうち当該部分以外の部分に

つき，前各項の規定を適用する。こ

の場合において，第３項中「行われ

た通知」とあるのは，「行われた通

知（第６項の規定により前２項の規

定を適用する部分に限る。以下この

項 か ら 第 ５ 項 ま で に お い て 同

じ。）」とする。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（電磁的記録による作成等） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第１６１条の３ この規則の規定（第

２８条第１項（第７２条において準

用される場合を含む。）を除く。）

において議会等が文書等を作成し，

又は保存すること（次項において

「作成等」という。）が規定されて

いるものについては，当該規定にか

かわらず，議長が定めるところによ

り，当該文書等に係る電磁的記録に

より行うことができる。 

＿＿＿＿＿  ＿＿       ＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿ 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２ 前項の電磁的記録により行われた

作成等については，当該作成等に関

するこの規則の規定により文書等に

より行われたものとみなして，当該

作成等に関するこの規則の規定を適

用する。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿ 

 



令和７年（２０２５年）３月１７日 

 

三次市議会議長 様 

 

提 出 者 

議 員   宍戸 稔 

〃    藤井 憲一郎 

〃    新田 真一 

〃    増田 誠宏 

〃    中原 秀樹 

〃    山田 真一郎 

〃    國重 清隆 

〃    細美 克浩 

 

三次市議会傍聴規則の一部を改正する規則（案）の提出について 

 

 地方自治法第１１２条及び三次市議会会議規則第１４条の規定により，上記規

則（案）を次のとおり提出する。 

  



発議第３号 

 

 

三次市議会傍聴規則の一部を改正する規則（案） 

 

三次市議会傍聴規則（平成１６年三次市議会規則第２号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第７条各号を次のように改める。 

 ⑴ 銃器その他危険な物を持っている者 

 ⑵ ビラ，プラカード，垂れ幕，たすきその他の議場に現在する者に対する示

威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し，又は着

用している者 

 ⑶ 酒気を帯びていると認められる者 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか，会議を妨害し，又は他人に迷惑を及ぼすこと

を疑うに足りる顕著な事情が認められる者 

 第７条に次の２項を加える。 

２ 議長は，必要と認めるときは，会議を傍聴しようとする者に対し，係員をし

て，前項第１号及び第２号に規定する物を携帯しているか否かを質問させるこ

とができる。 

３ 議長は，前項の質問を受けた者がこれに応じないときは，その者の入場を禁

止することができる。 

 第８条各号を次のように改める。 

 ⑴ 静粛にすること。 

 ⑵ 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し，

又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。 

 ⑶ 携帯電話端末その他音を発する機器は，電源を切り，又は音を発しない状

態にすること。 

 ⑷ 飲食又は喫煙をしないこと。 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか，議場の秩序を乱し，会議を妨害し，又は他人



の迷惑となるような行為をしないこと。 

 第９条を次のように改める。 

 （写真の撮影，録音，録画，放送等の禁止） 

第９条 傍聴人は，傍聴席において写真の撮影，録音，録画，放送等をしてはな

らない。ただし，特に議長の許可を得た者は，この限りでない。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 



発議第３号 

 

三次市議会傍聴規則の一部を改正する議会規則（案）新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（傍聴席に入ることができない

者） 

（傍聴席に入ることができない

者） 

第７条 次の各号のいずれかに該当

する者は，傍聴席に入ることがで

きない。 

第７条 次の各号のいずれかに該当

する者は，傍聴席に入ることがで

きない。 

⑴ 銃器その他危険な物を持って

いる者 

⑴ 酒気を帯びていると認められ

る者  

⑵ ビラ，プラカード，垂れ幕，

たすきその他の議場に現在する

者に対する示威的行為のために

使用されるおそれがあると認め

られる物を携帯し，又は着用し

ている者 

⑵ 引率者のいない１２歳未満の

者              

              

              

              

     

⑶ 酒気を帯びていると認められ

る者    

⑶ 銃器その他危険なものを携帯

している者 

⑷ 前３号に掲げるもののほか，

会議を妨害し，又は他人に迷惑

を及ぼすことを疑うに足りる顕

著な事情が認められる者 

⑷ ビラ，プラカード，旗の類及

び笛，太鼓，傘の類その他気勢

を示すおそれのあるものを携帯

している者       

                

              

          

⑸ 前各号に掲げる者のほか，議

事を妨害し，又は人に迷惑を及

ぼすおそれのある者 

２ 議長は，必要と認めるときは，

会議を傍聴しようとする者に対

し，係員をして，前項第１号及び

第２号に規定する物を携帯してい

るか否かを質問させることができ

る。 

３ 議長は，前項の質問を受けた者

がこれに応じないときは，その者

の入場を禁止することができる。 

                 

                

                

                  

                

   

                 

                

                

（傍聴人の守るべき事項） （傍聴人の守るべき事項） 

第８条 傍聴人は，傍聴席にあると

きは，次の事項を守らなければな

第８条 傍聴人は，傍聴席にあると

きは，次の事項を守らなければな



らない。 らない。 

⑴ 静粛にすること。      

              

           

⑴ 議場における言論に対して拍

手その他の方法により公然と可

否を表明しないこと。 

⑵ 議場における言論に対して拍

手その他の方法により公然と可

否を表明し，又は議場に現在す

る者に対して示威的行為をしな

いこと。 

⑵ 談論し，放歌し，高笑しその

他騒ぎ立てないこと。     

              

              

     

⑶ 携帯電話端末その他音を発す

る機器は，電源を切り，又は音

を発しない状態にすること。 

⑶ はち巻き，腕章の類をする等

示威的行為をしないこと。   

             

⑷ 飲食又は喫煙をしないこと。 

              

              

              

⑷ 帽子，外とう，えり巻の類を

着用しないこと。ただし，病気

その他の理由により議長の許可

を得たときは，この限りでない。

⑸ 前各号に掲げるもののほか，

議場の秩序を乱し，会議を妨害

し，又は他人の迷惑となるよう

な行為をしないこと。 

⑸ 飲食又は喫煙をしないこと。 

              

              

           

                

            

⑹ みだりに席を離れ，又は不体

裁な行為をしないこと。 

                

              

                  

    

⑺ 前各号に定めるもののほか，

議場の秩序を乱し，又は会議の

妨害となるような行為をしない

こと。 

（写真の撮影，録音，録画，放送

等の禁止） 

（写真，映画等の撮影及び録音等

の制限）  

第９条 傍聴人は，傍聴席において

写真の撮影，録音，録画，放送等

をしてはならない。ただし，特に

議長の許可を得た者は，この限り

でない。 

第９条 傍聴人は，傍聴席において

写真，映画等を撮影し，又は録音

等をしようとするときは，あらか

じめ議長の許可を得なければなら

ない。  

 



 

令和７年（２０２５年）３月１７日 

 

 三次市議会議長 様 

 

提 出 者          

  

議 員  宍 戸   稔 

〃   伊 藤 芳 則    

〃   弓 掛   元    

〃   藤 井 憲一郎 

〃   徳 岡 真 紀 

〃   中 原 秀 樹 

〃   山 田 真一郎   

 

 

核兵器禁止条約の実効性を高めるために日本政府が主導的役割を 

果たすことを求める意見書（案）の提出について 

 

 地方自治法第９９条及び三次市議会会議規則第１４条の規定により，上記意見

書（案）を次のとおり提出する。 



 

提 出 先 

内閣総理大臣    

総務大臣 

衆議院議長     

参議院議長 

   

発議第４号 

 

核兵器禁止条約の実効性を高めるために日本政府が主導的役割を 

果たすことを求める意見書（案） 

 

日本被団協のノーベル平和賞のニュースは世界を駆けめぐり，「核兵器のない

世界」を願うすべての人々に限りない励ましと勇気を与えた。昨年１２月１０日

にノルウェー・オスロで開催された授賞式では，日本被団協代表委員の田中煕巳

氏が「人類が核兵器で自滅することのないように，核兵器も戦争もない人間社会

を求めて共に頑張ろう」と訴え，大きな感動と共感をよんだことは記憶に新しい。

国連のグテレス事務総長も「被爆者の絶え間ない努力と強さは，世界の核軍縮運

動の背骨となってきた」と称え，また，国連の中満泉事務次長は，日本被団協の

受賞は「世界に対する強烈なパンチ」だと指摘した。 

日本被団協をはじめ被爆者の方々の痛苦の叫びが，史上初めて核兵器を違法化

した核兵器禁止条約の制定にもつながったが，日本政府は，今回のニューヨーク

の国連本部で開かれる核兵器禁止条約第３回締約国会議もオブザーバー参加を見

送っている。 

今も続くロシアのウクライナに対する軍事侵攻下では，ロシアは核威嚇をくり

かえし,アメリカや他の核保有国も「核抑止力」の強化をすすめるなど，核使用の

「瀬戸際」とも言われる危機的な状況がある。核保有国とその「核抑止力」に依

存する国はいまこそ，人類を破局の危機から引き戻す行動に踏み出すべきである。

核をめぐるこのような情勢だからこそ，日本政府は被爆者の言葉に真摯に耳をか

たむけ，唯一の戦争被爆国としての役割を発揮すべく核兵器禁止条約に一刻も早

く参加（署名・批准）すべきである。 



 

よって，国会及び政府に対し，次の事項を実現するよう強く要請する。 

 

１ 核兵器禁止条約を早期に署名・批准すること 

２ その上で，核保有国を含む核兵器禁止条約に署名・批准していない国に対 

し，署名・批准を要請すること 

 

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和７年（２０２５年）３月１７日 

 

三次市議会  



 

令和７年（２０２５年）３月１７日 

 

 三次市議会議長 様 

 

提 出 者          

  

議 員  重 信 好 範 

〃   新 田 真 一 

〃   藤 岡 一 弘    

〃   月 橋 寿 文    

〃   増 田 誠 宏 

〃   國 重 清 隆 

〃   片 岡 宏 文 

 

 

高額療養費制度の見直しに当たって，慎重な議論が行われることを 

求める意見書（案）の提出について 

 

 地方自治法第９９条及び三次市議会会議規則第１４条の規定により，上記意見

書（案）を次のとおり提出する。 



 

提 出 先 

内閣総理大臣    

厚生労働大臣 

衆議院議長     

参議院議長 

   

発議第５号 

 

高額療養費制度の見直しに当たって，慎重な議論が行われることを 

求める意見書（案） 

 

政府は，高齢化の進展や医療の高度化，高額薬剤の開発・普及等により高額医

療費の総額が年々増加していること，現役世代を中心に保険料負担が増加傾向に

あることから，健康な方を含めた全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図

るとして，負担能力に応じた負担を求める高額療養費制度の自己負担限度額（月

額）の見直しや所得区分に応じた制度設計とする観点からの所得区分の細分化を

行うことを決定した。 

これに対し，がんや難病の患者団体は，「高額療養費制度の直近３兆円弱の支

出が２兆円強程度にまで縮小する財政効果を謳うが，逆にこれは，制度の持つセ

ーフティネット機能が大きく縮小することを意味し，さらに，受診抑制や重症化

等，負の波及効果が生じる危険もある」「利用者の負担増はもとより，いままで限

度額に届いていたが今後届かなくなる方が生まれ，結果，制度の保護から外れ，

３割負担で高額な医療費の支払いを続けざるを得なくなる方，特に引き上げの大

きい，治療と仕事を両立しようとする現役世代で多く発生する可能性がある」と

の声明を発表している。 

また，がん関連学会も，専門的な立場から「受診控えにつながり，患者の予後

改善に悪影響を及ぼす可能性がある」と強調する。 

 高額療養費制度は，病気やケガによる医療費の負担によって貧困に陥ることが

ないよう，患者やその家族の生活の安定を目的とする制度であり，社会を安定さ

せるための大きな役割を担ってきた。 



 

 政府が高齢化や高額薬剤の普及等によって年々増加する医療費に対して，負担

能力に応じたきめ細かい制度設計を行うとすることは理解できるものの，制度を

見直した結果として，治療を諦めざるを得ないようなことはあってはならない。 

よって，政府においては，高額療養費制度の見直しに当たっては，当事者や利

用者も参画した審議の場において，セーフティネットとしての制度の維持継続の

ための慎重な議論を行われるよう強く求める。 

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和７年（２０２５年）３月１７日 

 

三次市議会  


